
「川崎市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定について」関連資料 

改正内容① 電子署名の定義の追加 

●電子署名とは・・・紙文書での印鑑に相当するもので、電子文書の作成者を証明して、なりすましや改ざんを防止する技術です。 

これまで本市からの処分通知等は書面により送付しているところですが、市民等からオンラインで申請があった場合、デジタル化の推進に向け、次

に掲げる証明書に基づく電子署名が使用されることも想定されるため、本市におけるオンライン手続で使用される電子署名の定義に位置付けます。 

●官職証明書とは・・・国の行政機関において、作成者の職責（例：文部科学大臣）を証明するもので、本市がこれを用いて電子文書へ電子署名を行

うことはありませんが、相手方が本市に申請する際に使用することが想定されます。 

●職責証明書とは・・・地方公共団体において、作成者の職責（例：川崎市長）を証明するもので、本市はこれを用いて電子文書へ電子署名を行って

います。 

【本市における仕組は下図のとおり】 
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本市への申請において、住民票の写し又は住民票記載事項証明書
の添付を省略できるようにします。

改正内容②　申請における住民票の写し等の添付省略（スマートフォン搭載の利用）



改正内容③ 申請における登記事項証明書の添付省略（登記情報連携システムの利用） 

 

 登記情報連携は、LGWAN でアクセス可能な国のシステムを活用した取組で、（１）法令に基づき登記事項証明書の添付を求めている手続における

添付省略と、（２）公用請求の代替があり、それぞれ、利用者の利便性向上、職員の業務効率化に繋がるものとなっています。 

 
上記のような法令に基づく手続に加えて、今回の規則改正により、本市の条例・規則に基づく手続においても、商業・法人登記又は不動産登

記の登記事項証明書の添付を求めているものについて、これらの添付を省略できるようにします。 
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